
 

船舶事故調査報告書 

令和５年７月５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和４年１１月２０日 ０９時４９分ごろ 

発生場所 千葉県千葉港千葉中央地区出州ふ頭西方沖 

 千葉港丸紅シーバース灯台から真方位２２２°７００ｍ付近 

 （概位 北緯３５°３５.５′ 東経１４０°０４.６′） 

事故の概要 LPG 船CLIPPER
ク リ ッ パ ー

 VICTORY
ビ ク ト リ ー

は、東北東進中、また、引船愛宕
あ た ご

丸は、着岸

支援作業中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和５年１月１２日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ LPG 船 CLIPPER VICTORY（ノルウェー王国籍）、４３,２８４トン 

９３７９３９９（ＩＭＯ番号）、CLIPPER SHIPPING, 

STAVANGER, NORWAY 

Ｂ 引船 愛宕丸、２５９トン 

   １４２６３７、東京汽船株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（ロシア連邦籍）、締約国資格受有者承認証 船長（ノル

ウェー王国発給） 

  水先人Ａ、東京湾水先区 一級水先人水先免状 

Ｂ 船長Ｂ、三級（航海） 

  機関長Ｂ、四級（機関）（機関限定） 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 右舷船尾部外板に凹損及び擦過傷 

Ｂ 船尾部外板に凹損及びフェアリーダに凹損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか２２人（ポーランド共和国籍１人、フィリピン

共和国籍２１人）が乗り組み、千葉港千葉中央区所在の企業専用桟橋

に左舷着けする目的で、水先人Ａが乗船し、着岸支援に当たるＢ船ほ

か２隻の引船と会合したのち、千葉航路を東北東進した。 

Ａ船は、水先人ＡがＢ船に押し引き用意を発令したのち、右舷後方

でＢ船の左転が続いた状態で、右舷後部とＢ船の船尾部とが衝突し

た。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び機関長Ｂほか５人が乗り組み、僚船２隻と共に

Ａ船の着岸支援に当たる目的で、Ａ船の右舷後部で千葉航路を東北東

進した。 

Ｂ船は、船長Ｂが、水先人Ａから押し引き用意を発令されたので、

速力を上げた状態で、左舷機（Ｚプロペラ）を左舷方に向け、右舷機



 

（Ｚプロペラ）は毎分回転数を７００から４００（アイドリング状

態）に落として半クラッチ状態で右舷船首方に向けて左転し、Ａ船の

右舷船尾部に船首を向けようとしたところ、右舷主機の回転数が低下

して停止した。 

Ｂ船は、機関長Ｂが、右舷主機のクラッチが入ったまま停止してい

たのでクラッチを手動で外し、右舷主機を再始動させたものの、間に

合わず、左転が続いた状態で、船尾部とＡ船の右舷船尾部とが衝突し

た。 

Ｂ船の工務担当者及び主機製造会社担当者は、速力を上げた状態

で、Ｂ船の右舷主機が低負荷で回転していたところ、左転したので急

な負荷変動が発生し、油圧機械式ガバナがついて行けず、回転数が低

下して右舷主機が停止したと判断した。 

Ｂ船の主機製造会社の取扱説明書には、性能曲線に図示された範囲

内で適正な負荷及び負荷変動の範囲で使用するように記載されていた

が、具体的な数値は記載されていなかった。 

分析  

 

Ａ船は、企業専用桟橋に向け千葉航路を東北東進中、Ｂ船と衝突し

たものと考えられる。 

Ｂ船は、Ａ船の右舷後方で着岸支援作業中、速力を上げた状態で左

転し、船首をＡ船の右舷船尾部に向けようとした際、右舷機が停止し

たことから、左転が続いた状態で、Ａ船と衝突したものと考えられ

る。 

Ｂ船は、速力を上げた状態で左転する際、左舷機を左舷方に向け、

右舷機の回転数を落として半クラッチ状態で右舷船首方に向けて、右

舷主機が低負荷で回転していたことから、急な負荷変動が発生し、油

圧機械式ガバナがついて行けず、回転数が低下して右舷主機が停止し

たものと考えられる。 

原因 本事故は、Ａ船が、企業専用桟橋に向け千葉航路を東北東進中、Ｂ

船が、Ａ船の右舷後方で着岸支援作業中、速力を上げた状態で左転

し、船首をＡ船の右舷船尾部に向けようとした際、右舷機が停止した

ため、左転が続いた状態で、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・引船の船長は、主機の性能曲線に図示された適切な方法で主機を

使用し、急激な負荷変動を発生させないこと。 

 


